
特定保健指導対象者の判定方法

「特定保健指導」を受けましょう
　特定保健指導とは、メタボリックシンドロームに着目した「特定健診」の結果によって生活習慣病のリスクを早期に発見
し、その内容を踏まえて保健師や管理栄養士などの専門家から運動習慣や食生活、喫煙といった生活習慣を見直すため
のサポートを受け内臓脂肪を減少させ、生活習慣病の予防・改善につなげるものです。

受診する皆さんにとっての具体的なメリットは、次のとおりです。
●自分自身の健康状態を把握できる
●健診結果を踏まえ、現在の健康状態にあったアドバイスなどが受けられる
●疾病予防によって、いつまでも健やかな生活を送ることにつながる

対象となるのは、４０歳以上７５歳未満の方です。対象となった方は、ぜひ、ご利用ください。

特定保健指導

情報提供のみ 積極的支援動機づけ支援

０個 1個 2個 3個

喫煙習慣が

2個以上

特定保健指導

情報提供のみ 積極的支援動機づけ支援

右の判定値のうち、
いくつに該当するかを数える

ない ある

ない ある

BMIが25以上
BMI（体格指数）＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）

ない

0個 1個

喫煙習慣が

ない ある

次の判定値のうち、いくつに該当するかを数える

あるおへそまわりの腹囲が
男性85cm 以上　女性90cm 以上
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血糖 または
HbA1c（NGSP 値）　5.6％以上

空腹時血糖　100mg ／dl 以上

血圧 または
拡張期血圧　85mmHg 以上

収縮期血圧　130mmHg 以上

脂質 または
HDLコレステロール　40mg ／dl 未満

中性脂肪　空腹時150mg ／dl 以上
随時　175mg ／dl 以上

特定健診は、毎年受診することが大切です。受診後は、健診結果を確認し、健康の保持・増進に努めましょう。
また、特定保健指導の対象になった場合は、生活習慣を見直すきっかけとして、役立てるようにしましょう。
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